
構造改革特別区域計画 

 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

熱海市 

 

２ 構造改革特別区域の名称 

初島保育園給食外部搬入特区 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

熱海市の区域の一部（初島地区） 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

  熱海市は、静岡県の東部、伊豆半島の東側に位置する東西７．５２Ｋｍ、南北１３． 

９Ｋｍ、総面積６１．６０Ｋ㎡の市であり。東は相模湾に面し、三方を箱根山系、天 

城山系などの山々に囲まれ、四季を通じて温暖な気候と豊富な温泉と美しい自然環境 

に恵まれるともに、古くから湯治場として全国的に知られ、日本でも有数の観光都市 

である。 

  構造改革特別区域の範囲である初島地区は、熱海市本土から約１０Ｋｍの相模湾沖 

に位置する、周囲約４Ｋｍ、面積０．４３７Ｋ㎡の県内唯一の離島で、人口２２０人、 

世帯数１２３戸（平成２１年１１月末現在）が生活しており、産業構造は、観光関連 

の従事者が多く、第三次産業就労者が大半を占めている。 

  初島地区における教育施設としては、静岡県内で唯一離島にある熱海市立初島小中  

学校が、保育施設は熱海市立初島保育園が設置されているが、本市全体における課題 

でもある、少子化による生徒・児童の減少は、初島地区においても例外ではなく、初 

島保育園の定員２０名に対し、今年度の入所児童数が２名と大幅に定員割れの状況で 

ある。 

  このような状況のなか、保育所の給食を隣接の小中学校から給食を外部搬入するこ 

とにより、保育所運営の合理化を図る。また、保育所運営の合理化により節減された 

経費を保育サービスの充実に充てることで保育の充実を図る。 

 さらに、島内の中学生以下の児童に同じ献立の給食を提供することにより、一貫し

た食育を推進する。 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

 保育所の給食を、隣接の小中学校にて一括して調理を行い、保育所に外部搬入を実 

施することは、近年の厳しい財政状況が続くなか、同一調理室での調理及び調理員の 

適正配置による保育所運営の合理化に繋がるほか、これを元に、保育サービスの充実

を図ることができる。 

 また、乳幼児から義務教育修了まで、同じ献立の給食を提供することにより、「食」 

を通して次世代を担う子供たちの健やかな成長を目指す。 



 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

① 給食を小中学校の調理室で一括調理を行い、保育所に外部搬入を実施すること 

により、保育所運営の合理化を図り、合理化により節減された経費を保育サービ 

スの充実に充てることにより、保育の充実を図る。 

② 島内の中学生以下の児童に同じ献立の給食を提供することにより、保育所及び 

小中学校が連携して食育に取り組む。 

③ 給食に地域の食材を使った献立にすることにより、給食を通じた地産地消を推 

進する。 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

① 小中学校の調理室で、島内の中学生以下の児童の給食を一括調理することによ 

り、食材の一括購入や調理設備の一元化による調理業務の経費節減となる。 

② 一括調理による調理員の適正配置により、人件費等の経費節減につながり合理

的な保育所運営が行え、節減効果分を今後の保育サービスに充てることにより保

育の充実を図る。 

  ③ 給食を通じて地産地消に取り組むことにより、地元の食材に慣れ親しむことは、

地域への愛着や誇りの育成に繋がるとともに、生産者にとっても、地元で購入・

消費されることにより、収入の増加や生産意欲の高揚等の効果が生まれる。 

 

８ 特定事業の名称 

９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 

 

９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業に関

連する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必要と認め

る事項 

① 保育サービスの充実 

給食の一括調理により、調理業務の経費節減及び調理員に適正配置による人件 

費等の経費節減効果分を今後の保育サービスに充てることにより、保育の充実を 

図る。 

  ② 食育事業の推進 

    熱海市食育推進計画に基づき、食生活習慣の習得、野菜作り体験等を通じた食

への感謝の気持ち、食文化の継承、地域への理解など食を営む力を身に付けるこ

とで、保育所から小中学校まで一貫した食育を推進する。 

③ 地産地消の推進 

同じ献立の給食を通じて地産地消に取り組むことにより、地元の食材に慣れ親 

しむことを通し、地域への愛着や誇りの育成を図るともに、生産者においても、 

収入の増加や生産意欲の高揚を図る。 

   



別紙 

１ 特定事業の名称 

  ９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

  熱海市立初島保育園 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始日 

  構造改革特別区域計画の認定を受けた日から 

 

４ 特定事業の内容 

  初島保育園の給食を、初島小中学校で一括調理して搬入する外部搬入方式に変更と 

し、保育所と小中学校が連携を図り、年齢に応じた給食の提供に柔軟に対応する。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

 ① 給食の外部搬入の実施にあたっては、「構造改革特別区域における『公立保育所

における給食の外部搬入方式の容認事業』について（平成20年4月1日付雇児発

第0401002号）」における留意事項を遵守する。 

    保育所の調理室の面積及び主な設備は以下のとおりであるが、加熱設備として

ガステーブル、保存設備として冷凍冷蔵庫を備え付けられているので、再加熱や

冷蔵・冷凍による保存は可能である。 

  ＜保育所の調理室の状況＞ 

加熱設備 保存設備 配膳設備 
保育所名 

調理室 

面 積 ガスコンロ・電子レンジ 冷蔵冷凍庫 配膳台 

初島保育園 6.75㎡ 各1 1 1 

② 外部搬入方式による給食は、０歳児から実施することとするが、学校栄養士が

献立を作成のうえ、保育園栄養士と連携を図り、年齢に応じた味付け、量などを

工夫のうえ提供する。 

  また、アレルギー児や体調不良児の対応については、保護者と保育園栄養士が

連携し適切に対応する。 

③ 調理方式は、小中学校調理室から保育園までの搬送時間が５分程度のため、食

材を加熱調理後、冷凍又は冷蔵せずに運搬し、速やかに提供するクックサーブ方

式で実施する。また、配送方法については、食缶に入れ徒歩で運搬し調理室へ搬

入する。なお、保存が必要なものについては、冷蔵庫等で保管する。 

④ 外部搬入を行う場合の衛生基準については、「保護施設等における調理業務の委

託について（昭和62年3月9日付社施第38号）」において準拠されている「病院、

診療所等の業務委託について（平成5年2月15日付指第14号）」の第４の２の規

定及び「保育所における調理業務の委託について（平成10年2月18日付児発第

86号）」を遵守する。 



 ＜給食の配送計画＞ 

11：45 初島小中学校 

 ↓ 

11：50 初島保育園（11：55 配膳開始 11：55 給食開始） 

   

＜初島小中学校給食調理室の概要＞ 

調理室面積 ２４㎡ 

職 員 数 調理員１名 

設   備 
冷凍冷蔵庫、ガスコンロ、炊飯器、食器食管消毒保管庫、包

丁殺菌庫、オーブンレンジ、牛乳保冷庫 

 ④ 保育所の食育計画に基づき、楽しく食べる体験を深め、「食を営む力」の基礎を

培う「食育」に取り組む。また小中学校と連携し、島内の中学生以下の児童へ一

貫した給食を通じ、静岡県特産、熱海市特産の食材を使用した地産地消の促進に

努める。 

 

 


